
 

入学辞退による学費等の返還について 

（編入・転籍用） 

 

法政大学 

 

  本学への入学手続を完了した後に（入学時納入金を全額納入した後に）、入学または転籍の辞退を希望する場

合は、大学が定める手続を行うことにより、入学申込金（入学金と同額）を除く学費その他の納入金の返還を受

けることができます。手続は以下の方法での届出に限ります。 

 なお、延期第一次手続のみの方が入学または転籍を辞退する場合、入学申込金（入学金と同額）は返還してお

りませんので、手続不要です。提出いただく書類もありません（電話によるご連絡も不要です）。 

 

１ 申請期限 2026 年 3 月 31 日（火）まで（消印有効） 《 簡易書留速達にて郵送のこと 》 

 

２ 提出書類 入学辞退届 ※別紙の大学所定用紙 

 

３ 送付先 

【出願学部：法・文・経営・国際文化・人間環境・キャリアデザイン・グローバル教養学部】 

〒102－8160  東京都千代田区富士見 2－17－1 

法政大学 教務部市ヶ谷学部事務課 ○○学部担当（○○には、出願学部を記入） 

 

【出願学部：社会・現代福祉・スポーツ健康学部】 

  〒194－0298 東京都町田市相原町 4342 

法政大学 多摩事務部 ○○学部事務課（○○には、出願学部を記入） 

 

【出願学部：理工・生命科学部】 

〒184－8584 東京都小金井市梶野町 3－7－2 

法政大学 小金井事務部学務課 ○○学部担当（○○には、出願学部を記入） 

 

４ 申請上の注意 

（１）申請期限までに必要書類が提出できない場合、または提出書類の記載内容に不備・誤りがある場合には、

納入金の返還は受けられません。 

（２）「入学辞退届」には本人および保証人の署名・捺印が必要です。 

（３）返還金の振込先指定口座の名義人は本人もしくは上記の保証人のものに限ります。 

   ※原則、国内の金融機関の口座を指定してください。外国の金融機関の口座を希望する場合は、事前に出願学部担当まで 

ご相談ください。 

（４）入学手続金納入時の払込手数料は返還対象外となります。 

（５）外国送金の場合は振込手数料が差し引かれます。  

（６）「入学辞退届」の「返金額欄」に記入する金額は学部・学科によって異なります。「学費明細」の中に記載

のある「第１期（入学手続時納入分）合計」から「入学申込金（入学金と同額）」を差し引いた金額を右詰

めで記入し、金額の先頭に「￥」（エンマーク）を記入してください。 

（８）返還金の振込は 4 月下旬の予定です（返還金の振込に際して大学から通知はいたしませんので、振込先口

座をご確認ください）。なお、4 月末までに振込が無い場合には出願学部担当までご連絡ください。 

（９）入学辞退届を提出した後の辞退取消は認めません。 

以 上 



  2026.01版 

（提出日）         年     月   日 

法政大学総長 殿 

入 学 辞 退 届（編入・転籍用） 

以下のとおり、貴学への入学を辞退いたしますとともに、既に納入しました入学時納入金より入学金を除いた

金額の返還を申請いたします。 

 

入学辞退する 
学部・学科 

学部             学科   学年 

転籍者のみ 
前籍を記入 

通信教育部 
学部             学科   学年 

入学試験方式 
(○で囲む) 

2 年次編入・ ３年次編入 ・ ２年次転籍 ・ ３年次転籍 
受験 
番号 

     

入学辞退者 

フリガナ  

氏 名 印     

生年月日 （西暦）             年          月         日 

住 所 

〒 

電話番号  

保証人 

フリガナ  

氏 名 印     

生年月日 （西暦）             年          月         日 

住 所 

〒 

電話番号  

入学辞退理由  

返還金 
振込先 

フリガナ   

銀行名 銀行 支店 

口座種別 
(○で囲む) 

普通 ・ 当座 口座番号   

フリガナ   

口座名義人   

返金額 
(入学手続時納入金額－入学金) 

         

 
 
＊法政大学記入欄 

財務部 教務部 受付日 教務連絡 備考 

部長 課長 主任 担当者 部長 課長 主任 担当者 

   
        


